
令和８年度甲種防火管理再講習実施要項 

 

１　目的 
消防法施行令第３条第１項第１号イの規定に基づく甲種防火管理再講習を実施し、

 　必要な知識及び技能を習得すること。
 

２　講習区分 
 甲種防火管理再講習

 
３　受講対象者 

　　甲種防火管理新規講習修了者で、収容人員が３００人以上のホテル、病院及び物品
　販売店舗など不特定多数の人が出入りする建物（特定防火対象物）で防火管理者とし

 　て選任されている方。
 

４　受講期限 
　（１）防火管理者として選任された日の４年前までに甲種防火管理新規講習又は甲種

 　　　防火管理再講習を修了した方は、選任された日から１年以内。
　（２）（１）以外の方は、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した日

 　　　以後における最初の４月１日から５年以内。
 
５　講習日時 

 　　令和８年６月３日（水）９時３０分から１１時５０分まで　
 　　※受付は９時００分から９時３０分まで

 
６　講習場所 

 　　柳井市南町五丁目４番１号　
 　　柳井地区広域消防本部　３階大会議室

 
７　講習内容 

 　（１）おおむね過去５年間における防火管理に関する法令改正の概要に関すること。
 　（２）火災事例等の研究に関すること。

 
８　講習日程 

 別添講習時間割のとおり

 
９　受講手続き 

甲種防火管理再講習受講申込書に必要な事項を記入のうえ、電子メール又は柳井地
 　区広域消防本部予防課若しくは最寄りの消防署、出張所に申し込んでください。

※受講申込書は、柳井地区広域消防組合のホームページからダウンロードできます。
 　また、柳井地区広域消防本部又は最寄りの消防署、出張所でも受け取れます。

 　 ※受講申込先メールアドレス：shidou@yanai119.jp 
 

 
 



 

１０　受付期間 
 　令和８年５月１日（金）から５月１４日（木）まで

 
１１　受講費用 

　１,  ５４０円（テキスト代）※税込み
 　受講費用については、講習当日の受付でお支払いください。

 
１２　その他 

　　（１）受付時に、顔写真が入った身分証明書（運転免許証、マイナンバーカード等）
　　　   を提示してください｡

 　　（２）災害等発生時は、中止又は延期になる場合があります。
 　　　　　※中止又は延期の際は、当消防組合ＨＰに掲載します。

 （３）問合わせ先　
 　　　〒７４２－００３１　

 　　　　　柳井市南町五丁目４番１号
 　　　　　柳井地区広域消防本部　予防課指導係　担当：廣田

　　　　　TEL（０８２０）２３－７７７４ 
　　　　　FAX（０８２０）２３－４５０３ 

 E-mail：shidou@yanai119.jp 
 ホームページ　https://www.yanai119.jp/ 


